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◆ 1 2 月 の税務と労務

日 材  結 与所fr者の年末日雲

今=速 々のお■を受拡う章

日 れ /臨 与所得章の技=を 隣報 栞0)申 告書

及び保康H々 摩中告Ⅲ み震u

日

国

今年を査の増与を受志う苛自

税/11月 分ま自所得親の前付    12月 10日

日

国

lt iO月 東Ⅲ法人の確定中告

(法人税勢 ■寝専)

"/視 末年ま人の中間申告

l●TI Z [5V,研

え= = =●

火

,

′0

′ア

ル

,′

1月0日 市町村の■観て定める日

方 ら  理 す晏康 ,=キ 査保陰登ほ康者求与まと

1■6日       目 受なこ1日以内

1,S自  寝 方ヨ 園 定=窪 臣 都市寸面ヨ (雰0規分)の秘付
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材 ′1月 中 "本 家法人の消R8r■ 向,■

(知 回のる合 )

自白申告者の配ほと慎客各類の保存 使  ヽ向 ヒ申を言のうち “ 祭所4事 の●Fl額

が3抑万円超のイに口を`イiていた■ほと帳章■類r7保存葉務が ■ E26年 1月からは自

色申告者4て が対などなります tこ Ⅲif l■ る産をⅢjに 対しては告理の中栞本社

1,られていることから これを【 =市じⅢ■への変Iを 検ifするJ「【をもいるようです



年
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調
整
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与
の
支
払
者
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払

い
を
受
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人

一
人
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つ
い
て
　
毎
月
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与
や
安
与
な
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支
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い
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範
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「
　
平
成
二
十
二
年
の
留
意
点

＝
　
給
与
所
得
建
時
の
上
限
設
定

輸
与
所
得
控
降
は
　
玲
与
所
得

者
の
必
要
経
費
通
な
と
格
を
持

つ

て
い
ま
す
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路
与
の
■
入
金
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が
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な
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ば
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な
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し
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（
二
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年
末
闘
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年
末
調
整
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主
な
対
象
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は
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と
お
り
で
す
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な
お

「
給
与
所
得
者
の
張
養
差

監
等

（異
動
）
申
告
書
」
の
提
出
が

首
提
と
な
り
ま
す
の
で
　
必
す
提
出

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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妥“ 章 ネコとおatの 選別 (とな口)

…

―

的 「田暉青空盛Jセ宮けてい04合 に` 「母■
者な別控陰Jめ適用を受けること″【さまrん
ので亡意 してください

表 2 配 口■特別建ほ口の早,ま

範 00∞ 円以下の■合 は ロ ロ章わ "控 陰りお
用はありません

●80∞ Ⅲ円― AC eま ゎ 口

4∞ ∞ 0日 ヽ 249g"Pj

4的 ∞ 0円 ～ 499996,

5∞ ∞ 0日 ヽ ヨ● gぉ 口

5卸 000日 ～ 5的 ∞ 0日

600000日 ヽ 643096円

6∞ “〕拘 円～ 609099日

700010日 ヽ 740,お 円

7501〕拘 円～7Ft p"円

760∞ 0円 ～

次のいすれかに産当する大

中1 1=を として車革している大
2 ■ の中達てま真 し 年 末まで的務 してい

な人

的 年 の中窪て退崚した人のうち 次 の人

0死亡により遅いした人
0モ しい心身のBL書のため還要した人で

その題=り 時期″う″て な 年中に再航

いができないとヨめ,れ る人

次のいす■″に密当する人

Ⅲ, ■標【こ塙 r■人の うち 本 年,り =た る

占与り収入全榛ガ 21的0万 円を超 えう人

【212カ 所以上 か,お 与0支 払 を受 けている

人そ れのお享の宝弘者てこ「お与所得=り
芸芸と臨=(実 助)中告をJを提出してい
る人や 年末観整をTIうときまでに 「袴与
所得十のよ=笙陰■ (栞a)申 告tjを 経
出 していない人 (月瀬奈又 は日瀬豪りZね

酉用者)

1 2 月号 ―- 2
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ま3 所 縛をはお―携豪 (な手)

【社宮保険穂 陰碩1
支払つたRけ 君与か,控 陰ど■え社全保険■の合計額

【4 親ヽ暮企奏共済却
(な)中 " 企ヽ業彗億類 に支払った英済顔査 (旧第二ほ雑 `生 命環険■捜摩の対豪)確

定題山年査広に規定する査=翌 年査加入者班査又は宮大型与全加入者H全  確 方公共団Aが 実施する

な身座を言ま=茉 済革査との合Ⅲ額

〔なE保凄■登感頓】

X地 確保険と旧員閉■を保険りけ の空藤恵″あ,4合 0 イ の合計額 (最高 ∞ 001円 )

時書=控 陰額
時音首 1大 につき―-2拘 ∞ 0円

若,j座を者 1人 につ さ……4"m PJ(向 宮,,1は 言者の4合 ア釣 ∞ 0円 )

雰壊 (8央)空際額 卸 】0抑 円 て'別 り夢 ` 的 的 円)

車労学と控降霞 う0∞ 円

田 田者

控購

―lEO控 麟対,憩 呂i 的 HX円

セ難 打A― 印 的 円

斉 壇 摩対登ロロ者 控 麟村阜家=親 様 ――

所得者 を生計 を一にす0口 口者その他の規

接 苺 お,県 知事 ガ,芸 育 を奏こ きれた児

=(い わゆる望子)宏 び=苺 老人の うち

所常奎額の合ま額 僅 掘矢章購航)'30

方円以下の者 (■色,表 軍定青ヱ は自合,

察Fltttさ れる者 を摩 く).

文 書 定よ=確 雄一―空麟対車ま=親 張り う

ち 平 成 3年 1月 2日 ″ ら子,7年 1月 1

Bま での間に生 まれた者 (卓Bヽ 0協 "=

る tIお の■)

ま を 大笙摩対阜配口者 を 大芸=親 厳――

昭rn lo,1月 1日 以れ生まtt(年 い コ 歳
リ ト)の空陰】●811t控 摩対猿ま養授湊

X 同 言特別摩=青 ……受験打豪αほ者や娯

奏類族 五 草加座書者に醸Jじ  ″ つ そ

の者万所得章ヌ は所得者 と生討 を一にす`

捜様のいすllかと同居を確テとしている者

X 同 言宅筆事……を大家本親接 の うち 所

鴛者貿じその口,者りま斉=岳 て 所得者
ヱ●■の理||=のいすれかと同居を■江と
していう言

配a者

418,
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所得税 破 産等により株式の
価値が失われたときの特例

株式の発行会社のRt産毒により値人が所

有する株式の価値が夫われたとしても そ

れによる損失は原則として他の株式等の譲

渡蓋や給与所得など他の所得の全線から控

除することはできません。

しかし 特 定口座に保管されていた内国

法人の上場株式が 上 塩廃止となった日以

後 特定管理林式専に該当していた場合で

その株式を発行した株式会社に強産手負開

始や清算結了挙の一定の事実が生 した時

は そ の株式の躍養があったものとして

その株式の取御 冊題を顛産授失の金額とみ

なす特例があります こ れにより他の株式

の譲渡損益尊と損益轟算すること71てきま

す。なお そ の姦産損失とみなされた全績

が他の株式等の議渡益から控蟻 しきれなか

つたとしても そ の全韻を数年以降に擦ウ

趣すことはできません.

培例の対象となる特定管理株式 とは 特

定日座に保管されていた内国法人の上爆株

式が上塩廃止とをった日以後引言続き特定

管理口査に保管されていう株式のことをい

います。また 惑 渡があったこととなる一

定の事実とは次のことをいいます

0)精 算が落了 したこと

(2)較 窪手続の開始の決定を空けたこと

(。)会 社東生計画または民事務生計画に基

づさ発行済株式の全部を無惜て消滅させ

たこと

(4 特 別危桂管理開姉決定を受けたこと

特例の適用を受けるためには 確 定申告

書に 適用 を受ける旨を記載するとともに

次の書類を添付する必要があります。

① 証 券会社尊から交付を受けた一定の事

実事を確認した旨を証する書類

0 特 視の対象となる価値を理失した株式

とそれ以外の株式等とを区分して記朝さ

れた相 等に係る速渡所得等の全額の計

算甥換官

０
●

■

相殺した場合の領収書と印紙税
・

債権と債務を相殺 した場合に そ の事実

を証明する方法として領jtR書を作成するこ

とがあ'′ます。

この張収書は 額 収者としての表示がな

されています表 現実には全銭又 は莉 面証

券の受領事表はないため 第 17号 文書に

掲げる全鏡又は右価証券の受取■には骸当

せず 印 紅魂の課確文書とはなりませんゃ

しかし た とえ相機の事実をIE朗するた

めに作成される額収をであってもその事実

が文書上期うかでないときに よ そ の額収

をは文を上け全銭又は有価証券の受領事実

を証噺 してぃるとみられますので 印 紙税

法上の受取書に該当します。

なお 一 部相段の領収証は そ の相殺に

保るものであることが明ううにされている

全額については受取会額には当たうないも

のとして取り壊われることになります。
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付
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